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  規　　　　　則  

　山形県小売物価統計調査規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成20年２月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第２号

　　　山形県小売物価統計調査規則の一部を改正する規則

　山形県小売物価統計調査規則（昭和38年９月県規則第70号）の一部を次のように改正する。

　別記様式を次のように改める。

様式

（表　　　　面）

　第　　　　号

統　計　調　査　員　証

 

　　　　　　　　　　　　　　（氏　名）

　　　　　　　　　　　　　　　上記の者は、山形県小売物価統計調査に従事する統計調査員で

　　　　　　　　　　　　　　あることを証明する。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日から
　　　　　　　　　　　　　　　　　委嘱期間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日まで

　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山　形　県　知　事　□印 

写　　真
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（裏　　　　面）

　　　附　則

　この規則は、平成20年４月１日から施行する。

  告　　　　　示  

山形県告示第106号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

　　平成20年２月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　調査を行った者の名称

　　長井市

２　調査を行った期間

　　平成13年５月22日から平成19年12月10日まで

３　国土調査法第18条の規定により送付があった地図及び簿冊の名称

　　長井市地籍図及び地籍簿

４　調査地域

　　川原沢及び寺泉の各一部

５　認証年月日

　　平成20年１月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第107号

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。

　　平成20年２月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　調査を行った者の名称

　　南陽市

２　調査を行った期間

　　平成７年６月30日から平成９年３月26日まで

３　国土調査法第18条の規定により送付があった地図及び簿冊の名称

　　南陽市地籍図及び地籍簿

４　調査地域

　　宮内の一部

５　認証年月日

　　平成20年１月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県統計調査条例関係条文抜すい

第４条　知事は、調査のため人又は法人に対し、申告を求めることができる。

第５条

３　調査員は、申告義務者に対し調査事項について、質問をし又は資料の提供を求めることができ

る。（後略）

第６条　調査によつて、知り得た人又は法人の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはな

らない。

第７条　調査のため集められた調査票は、統計上の目的以外にこれを使用してはならない。（後略）

第10条

２　調査に関する事務に従事する者又はこれらの職にあつた者が、その職務執行に関して知り得た

人又は法人の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用したときは、１年以下の懲役又は３万円

以下の罰金に処する。
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山形県告示第108号

　県営土地改良事業の施行に伴う工事を次のとおり完了した。

　　平成20年２月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第109号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、土地改良区の定款の変更を次のとおり認可し

た。

　　平成20年２月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　土地改良区の名称

　　太鼓胴土地改良区

２　事務所の所在地

　　最上郡真室川町大字大沢1380

３　認可年月日

　　平成20年１月28日

４　その他

　　この認可の取消しの訴えは、山形県を被告として（訴訟において山形県を代表する者は、山形県知事となる。）、

認可のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第110号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、同法第21条

第２項において準用する同法第20条第１項の規定に基づき鶴岡市から送付のあった都市計画の変更の図書の写しを

次のとおり縦覧に供する。

　　平成20年２月５日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

１　変更に係る都市計画の種類及び名称

　(1) 種　類　　鶴岡都市計画下水道

　(2) 名　称　　鶴岡公共下水道

２　縦覧の場所

　　土木部都市計画課

工 事 完 了 年 月 日地　　　　　区　　　　　名事　　　　　　　業　　　　　　　名

平成19年３月31日能 の 里 黒 川中 山 間 地 域 総 合 整 備 事 業 （ 一 般 ）

同あ つ み 鶴 岡 南中 山 間 地 域 総 合 整 備 事 業 （ 広 域 ）

同四 郷 沼た め 池 等 整 備 事 業

同十 里 塚畑 地 帯 総 合 整 備 事 業

同三 川 横 山水 田 農 業 振 興 緊 急 整 備 事 業

同荒 鍋水 田 農 業 振 興 緊 急 整 備 事 業

同日 向 上 流中山間地域 総合整備 事業（生産 基盤型）

同大 台中山間地域 総合整備 事業（生産 基盤型）
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  公　　　　　告  

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、Ａ重油の調達について、一般競争入札を次のと

おり行う。

　なお、この入札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受ける。

　　平成20年２月５日

山形県立中央病院長　　小　　　田　　　隆　　　晴

１　入札の場所及び日時

　(1) 場　所　山形市大字青柳1800番地　山形県立中央病院３階会議室２

　(2) 日　時　平成20年３月27日(木)　午前10時

２　入札に付する事項

　(1) 調達をする物品の名称　Ａ重油（JIS１種２号）

　(2) 調達予定数量　4,600キロリットル

　(3) 納入期間及び納入方法　平成20年４月１日から平成21年３月31日までの間において、指定する納入日に指定

する数量をタンクローリーで納入すること。

　(4) 納入場所　山形県立中央病院

　(5) 入札方法　１リットル当たりの単価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の100分の５に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

３　入札参加者の資格

　(1) 地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該当しない者であること。

　(2) 特定調達契約に係る競争入札参加資格に関する公告（平成20年１月29日付け山形県公報第1912号）により公

示された資格を有すること。

　(3) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。

４　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び契約に関する事務を担当する部局等

　　山形市大字青柳1800番地　山形県立中央病院経営戦略課用度係　電話番号023(685)2623

５　入札保証金及び契約保証金

　(1) 入札保証金　免除する。

　(2) 契約保証金　契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、山形県財務規則（昭和39年３月県規則

第９号）第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。

６　入札の無効

　　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他山形県財務規則

第122条の２の規定に該当する入札は、無効である。

７　落札者の決定方法

　　山形県財務規則第120条第１項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な

入札に限る。）をした者を落札者とする。

８　契約の手続において使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

９　その他

　(1) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約

解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。

　(2) この入札及び契約は、山形県立中央病院の都合により、調達手続の停止等があり得る。

　(3) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は、効力を有しない。

　(4) 詳細については入札説明書による。

10　Summary

　(1) Nature and quantity of the products to be purchased: A Fuel Oil 4,600kl 

　(2) Time-limit for tender: 10:00 A.M. March 27,2008

　(3) Contact point for the notice: Management Division, Yamagata Prefectural Central Hospital, 1800 

Aoyagi, Yamagata-shi, Yamagata-ken 990-2292 Japan  TEL 023-685-2623

電話　 山形(631)2057   (631)2056
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